
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

告
　

　

　

示

】

 
 

◯
　

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

◯
　

岡

山

県

物

品

の

売

買

、

修

理

等

及

び

役

務

の

提

用

度

課

供

の

契

約

に

係

る

入

札

参

加

資

格

の

審

査

の

実

施

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
□ 

 
そ
の
関
係
図
書
は
□
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

幸
島
地
区 

 
 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
十
二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

一
号
と
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域 

 
 

岡
山
県
岡
山
市
東
区
水
門
町 

 
 

 
 

六
〇
四
番
一 

 
 

 
 

 
 

一
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

六
〇
四
番
一
地
先
道
路
敷 

 

二
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

七
三
一
番 

 
 

 
 

 
 

 

三
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

七
四
九
番
一 

 
 

 
 

 
 

四
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 
七
一
五
番 

 
 

 
 

 
 

 

五
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 
七
五
六
番 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

七
五
八
番 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

七
五
九
番 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

七
六
四
番 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

七
六
五
番 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

七
六
六
番
一 

 
 

 
 

 
 

七
号 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

五
九
五
番
一
四 

 
 

 
 

 

八
号 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

五
九
五
番
一 

 
 

 
 

 
 

九
号 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

五
九
八
番
三 

 
 

 
 

 
 

十
号 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

五
九
九
番 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
号 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

六
〇
一
番
一 

 
 

 
 

 
 

十
二
号 

 

六
号 

（
筆
界
未
定
） 
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□
二
五
四
□
岡
山
県
物
品
の
売
買
□
修
理
等
及
び
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
要
領
□
平

成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
次
の
と
お

り
実
施
す
る
□ 

令
和
八
年
六
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
行
う
契
約 

１ 

別
表
第
一
の
種
別
分
類
の
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
係
る
物
品
の
売
買
□
修
理
等
□
以
下
□
物
品
の

売
買
□
修
理
等
□
と
い
う
□
□
の
契
約 

２ 

別
表
第
二
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
の
契
約 

二 

審
査
事
項 

１ 

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算
□
以
下
□
直
前
決
算
□
と
い
う
□
□
に
お
け
る
売
上
高
□
消

費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く
□
□ 

２ 

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額 

３ 

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率 

４ 

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数 

５ 

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数 

６ 

環
境
基
準
等
に
関
す
る
事
項 

７ 

障
害
者
雇
用
に
関
す
る
事
項 

８ 

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項 

９ 

事
業
者
認
定
等
に
関
す
る
事
項
□
別
表
第
二
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
う
ち
大
分
類

８
情
報
通
信
サ
□
ビ
ス
に
係
る
業
務
□
以
下
□
情
報
通
信
サ
□
ビ
ス
業
務
□
と
い
う
□
□
に
限
る
□
□ 

10 

情
報
処
理
技
術
者
数
□
情
報
通
信
サ
□
ビ
ス
業
務
に
限
る
□
□ 

11 

直
前
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
価
額
□
物
品
の
売
買
□
修
理
等
に
係
る
業
務
に
限
る
□
□ 

三 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

次
に
掲
げ
る
者
は
□
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
□
た
だ
し
□
１
に
掲
げ

る
者
で
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

１ 

地
方
自
治
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
□
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
者 

２ 
 

岡
山
県
税
□
市
町
村
税
□
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る
□
□
又
は
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者 

３ 

営
業
に
関
し
免
許
□
許
可
□
認
可
□
資
格
等
□
以
下
□
許
認
可
等
□
と
い
う
□
□
を
受
け
□
又

は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
□
当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者
又

は
当
該
届
出
等
を
行
□
て
い
な
い
者 

４ 

業
務
の
種
類
に
応
じ
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
を
常
時
勤
務
す
る
者
と
し
て
有

し
て
い
な
い
者 

５ 

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
□
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
□
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者 

６ 

５
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人 

７ 

過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
□
５
又
は
６
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
□
た
こ
と
に
よ
り
□
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者 

四 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続 

１ 

添
付
書
類
□
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
□
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る
□
□ 

⑴ 

法
人
に
あ
□
て
は
登
記
事
項
証
明
書
□
個
人
に
あ
□
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

身
分
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証
明
書
□
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る
□
□ 
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⑵ 

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
□
延
滞
金
等
を
含
む
□
□
の
納
税
証
明
書
□
滞
納
が
な

い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
□
以
下
同
じ
□
□
□
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限

る
□
□ 

⑶ 

県
内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
□
延
滞
金
等
を
含
む
□
以
下
同
じ
□
□
の
納
税
証

明
書
□
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る
□
□
□
た
だ
し
□
県
内
の
営
業
所
の

長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
□
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
□
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
□

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書 

⑷ 

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書 

 
 

⑸ 

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
□
法
人
に
あ
□
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
□
個

人
に
あ
□
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調
□
□
営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
こ
と
等
に

よ
り
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
□
直
前
の
三
月
以
内
に
お
け
る
営
業
の

事
実
を
証
す
る
書
類
□ 

⑹ 

印
鑑
登
録
証
明
書 

⑺ 

法
人
に
あ
□
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
□
個
人
に
あ
□
て
は
当
該
個
人
及
び
支
配
人
の

名
簿
□
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る
□
□ 

⑻ 

営
業
に
関
し
許
認
可
等
を
受
け
□
又
は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
□
当

該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
等
を
行
□
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

⑼ 

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
□
委
任
状 

⑽ 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２ 

申
請
期
間 

令
和
八
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
□
た
だ
し
□
九
月
一
日
か
ら
九

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
不
備
が
あ
□
た
場
合
の
再
提
出
の
み
を
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
□ 

３ 

申
請
先 

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班 

４ 

申
請
方
法 

 

⑴ 

電
子
情
報
処
理
組
織
□
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
□
入
出
力
装
置
を
含
む
□
□
と
申
請

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
□
□
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□
た
だ
し
□
知
事
が
や
む
を
得
な
い
と
認

め
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

 

⑵ 

⑴
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
は
□
岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
□
平
成
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
十
八
号
□
の
規
定
を
準
用
す
る
□ 

五 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
結
果
の
通
知 

申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
□ 

六 

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間 

令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

七 

問
い
合
わ
せ
先 

１ 

別
表
第
二
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
う
ち
大
分
類
１
建
物
等
の
保
守
管
理
□
大
分
類

２
廃
棄
物
の
処
理
及
び
大
分
類
３
警
備
に
係
る
業
務 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
庁
舎
管
理
班
□
直
通
電

話
□
〇
八
六
□
二
二
六―

七
二
三
四
□ 

２ 

情
報
通
信
サ
□
ビ
ス
業
務 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
地
域
情
報
化
班

□
直
通
電
話
□
〇
八
六
□
二
二
六―

七
二
六
四
□ 
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３ 

物
品
の
売
買
□
修
理
等
及
び
別
表
第
二
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
う
ち
１
及
び
２
に

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
業
務 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
□
直
通
電
話
□
〇
八

六
□
二
二
六―

七
五
三
八
□ 
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7 6 5 4 3 2 1
番
号

工
事
用
材
料

機
械
器
具
類

燃
料
・
油
脂
類

印
刷
類

薬
品
類

木
工
・
家
具
類

文
具
・
事
務
用

機
器

種

別

4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 2 1 5 4 3 2 1
番
号

そ
の
他

砂
利
等

セ
メ
ン
ト
等

鋼
材

そ
の
他

厨
房
機
器

計
測
機
器

精
密
機
器

医
療
機
器

工
事
産
業
機
器

電
気
通
信
機
器

理
化
学
機
器

諸
油

プ
ロ
パ
ン

石
炭
・
木
炭

石
油

そ
の
他

写
真

製
本

活
版

電
子
印
刷

オ
フ
セ
ッ

ト

謄
写

衛
生
材
料

環
境
衛
生
薬
品

化
学
工
業
薬
品

農
業
薬
品

動
物
薬
品

人
体
薬
品

室
内
装
飾

家
具
類

紙 印
章

机
・
イ
ス

事
務
用
機
器

文
具

種
　
　
　
別

出
納
局
用
度
課

10 9 8
番
号

払
下
げ
品
類

そ
の
他

車
両
・
船
舶
類

種

別

5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
番
号

生
産
品
買
受

古
物
買
受

紙
製
品
買
受

自
動
車
買
受

金
属
買
受

そ
の
他

レ
ン
タ
ル
・
リ
ー

ス
類

記
念
品
・
標
識

動
物

種
苗
・
花
木

食
料
品

皮
革
・
合
成
樹
脂

繊
維

金
物
・
荒
物
・
雑
貨

運
動
・
楽
器

書
籍

装
飾
品

百
貨

そ
の
他

船
舶

車
両

種
　
　
 
別

出
納
局
用
度
課

小

分

類

大
分
類

種

別

分

類

別
表
第
一

小

分

類

担

当

課

担

当

課

大
分
類

種

別

分

類

令和８年６月１６日　岡山県公報　第１２８１１号



4 3 2 1
番
号

警
備

廃
棄
物
の
処
理

建
物
等
の
保
守

管
理

種

目

5 4 3 2 1 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
番
号

そ
の
他

検
査

環
境
測
定

調
査
研
究
（

自
然
科
学
分
野

)

調
査
研
究
（

社
会
経
済
分
野

)

そ
の
他

機
械
警
備

施
設
警
備

そ
の
他

廃
棄
物
再
生
事
業

特
別
管
理
廃
棄
物
（

処
分
）

特
別
管
理
廃
棄
物
（

収
集
運
搬
）

産
業
廃
棄
物
（

処
分
）

産
業
廃
棄
物
（

収
集
運
搬
）

一
般
廃
棄
物
（

処
分
）

一
般
廃
棄
物
（

収
集
運
搬
）

そ
の
他

施
設
の
管
理
・
運
営

建
築
物
等
の
定
期
点
検

庭
木
芝
生
管
理
（

剪
定
・
殺
虫
消

毒
）

昇
降
機
等
保
守

消
防
設
備
保
守

危
険
物
施
設
保
守

ボ
イ
ラ
ー

の
運
転
・
清
掃
・
保
守

冷
暖
房
設
備
等
保
守

給
排
水
・
換
気
設
備
等
保
守

電
気
設
備
等
保
守

中
央
監
視
設
備
等
保
守

電
気
・
機
械
設
備
等
の
運
転
・
監

視 建
築
物
ね
ず
み
昆
虫
等
防
除

排
水
槽
の
清
掃

浄
化
槽
の
保
守
・
清
掃

建
築
物
飲
料
水
貯
水
槽
等
清
掃

無
線
通
信
設
備
保
守

放
送
・
時
計
設
備
等
保
守

有
線
通
信
設
備
保
守

建
築
物
清
掃

種
　
　
　
目

出
納
局
用
度
課

総
務
部
財
産
活
用

課

9 8 7 6 5
番
号

情
報
通
信
サ
ー

ビ
ス

運
送
保
管

種

目

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
番
号

そ
の
他

森
林
管
理

公
園
・
河
川
の
管
理

ク
リ
ー

ニ
ン
グ

損
害
保
険

筆
耕
・
翻
訳

研
修
業
務

人
材
派
遣
サ
ー

ビ
ス

給
食
業
務

健
康
診
断

そ
の
他

通
信
サ
ー

ビ
ス

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

サ
ー

ビ
ス

A
S
P
（

ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）

デ
ー

タ
処
理

シ
ス
テ
ム
等
管
理
運
営

シ
ス
テ
ム
等
開
発
・
改
良

コ
ン
テ
ン
ツ
作
成

そ
の
他

設
備
（

建
物
等
の
保
守
管
理
以

外
）

機
械

そ
の
他
機
器

分
析
機
器

計
測
機
器

そ
の
他

保
管

梱
包
・
発
送

貨
物
運
送

旅
客
運
送

そ
の
他

デ
ザ
イ
ン
企
画

イ
ベ
ン
ト
企
画
運
営

広
告
・
広
報

映
画
・
ビ
デ
オ

写
真
・
製
図

看
板

物
品

種
　
　
 
目

出
納
局
用
度
課

総
務
部
デ
ジ
タ

ル
推
進
課

出
納
局
用
度
課

そ
の
他
（

情
報

通
信
サ
ー

ビ
ス

を
除
く
。
）

機
械
設
備
等
の

保
守
点
検
（

情

報
通
信
サ
ー

ビ

ス
を
除
く
。
）

企
画
製
作
（

情

報
通
信
サ
ー

ビ

ス
を
除
く
。
）

調
査
研
究
（

情

報
通
信
サ
ー

ビ

ス
を
除
く
。
）

担

当

課

大
分
類

業

務

種

目
小

分

類

別
表
第
二

担

当

課

情
報
通
信
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
調
査

(

通
信
に
関
す
る
も
の
は
、

シ
ス

テ
ム
を
利
用
す
る
も
の
に
限

る
。

)

8

大
分
類

小

分

類

業

務

種

目
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